
高等教育無償化＆修学継続のための学生支援事業等一覧

支　援　額 要　件　等
Ⅰ区分 最高590,000円

授業料減免 Ⅱ区分 最高393,400円
Ⅲ区分 最高196,700円
Ⅰ区分 160,000円

入学金減免 Ⅱ区分 106,700円
Ⅲ区分 53,400円

Ⅰ区分 38,300円  住民税非課税世帯 成績1年:3.5以上､1年以外:上位1/2以内
通常 Ⅱ区分 25,600円

Ⅲ区分 12,800円
Ⅰ区分 38,300円  収入・学力基準は同上

給付 家計急変 Ⅱ区分 25,600円
2 奨学金 Ⅲ区分 12,800円

Ⅰ区分 38,300円  収入・学力基準は同上
家計急変（新型コロナ） Ⅱ区分 25,600円

Ⅲ区分 12,800円
第１種（無利子） 2､3､4万円､53,000円

貸与 第２種（有利子） 2～12万円
緊急特別無利子貸与型奨学金 2～12万円  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症影響でｱﾙﾊﾞｲﾄの収入激減　【終了】

　「学びの継続」のための「学生支援緊急給付金」 10又は20万円  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症影響でｱﾙﾊﾞｲﾄの収入激減【7/22〆切】
　熊本県生活困窮大学生等のための給付金交付事業 50,000円  住民税非課税世帯　【9/15〆切　熊本県企画課へ必着】

4 支援金 　JASSO災害支援金 100,000円  床上浸水以上の被害（罹災証明祖が必要）

5 当学院 　青照学舎 貸与奨学生 無利子 20万円～50万円  学費の支弁が困難(学業･人物優秀､健康) 【卒業迄に返還】

※　朱書きが、「新規の事業」 又は 急遽「新たに創設」されたものです。
※　１ 減免 及び 2 奨学金の定期採用は、7月22日（学校推薦〆切）で終了します。
※　【　】の締切日は、書類が完備された場合のものです。不備があれば受け付けられません。
この件に関する問い合わせは、事務室に来るか、096-212-0711へ電話をしてください。

3 給付金

1 減免

　2奨学金 給付採用者

　2奨学金 給付採用者
の１年生

 生計維持者の死亡･事故･病気･失職及び被災

 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症影響で生計維持者の収入激減

　2奨学金 給付に同じ

 住民税非課税世帯に準ずる 成績1年:3.5以上､1年以外:上位
1/2以内

 収入基準有り 成績1年:3.2以上､1年以外:上位1/3以内


